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今月のお知らせ 第３２５号

○緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

２０２１年１月に発令された緊急事態宣言に伴い、時短営業に協力した飲食店には地方自治体

から協力金が支給されることとなっていますが、飲食店以外の中小法人・個人事業者も時短営業や

不要不急の外出・移動の自粛により、売上が５０％以上減少した者を対象に、「緊急事態宣言の影

響緩和に係る一時支援金」が法人は上限６０万円、個人事業者は上限３０万円まで給付されます。 

（１）給付対象 

①緊急事態宣言の影響を受けていること 

② 2019年比又は2020年比で2021年1月、2月又は3月の売上が50％以上減少 

③中小法人等（資本金等10億円未満）又は個人事業者等であること 

（２）申請期限 

2021年5月31日まで 

（３）事前確認 

申請に当たっては「登録確認機関」による事前確認が必要です。 

大嶋会計は「登録確認機関」となりますので、給付要件を満たす法人・個人の顧問先様は 

担当者に確認の依頼をお申し出ください。 

※制度の詳細については下記のホームページでご確認ください。

【一時支援金事務局ホームページ】https://ichijishienkin.go.jp 

ＴＥＬ 043－241－6121 

ＦＡＸ 043－243－3430 

URL http://www.osmk-ohb.co.jp

令和３年４月３日 

代表社員 所長 石 田  洋 祐 

２０２１年１月の緊急事態宣言により売上が

５０％以上減少した事業者に「一時支援金」が

給付されます。






